
公有財産の取得、管理、処分等については、常に特別の注意を払い、県民の皆様の利益と行政目的に
沿うよう有効適切な運用をしています。
2025年3月31日現在の本県の公有財産の状況は、次のとおりです。

豆 知 識

公有財産の現況

区　　　　分 公　有　財　産　の　数　量
（2025.3.31現在）

船 舶
浮 標
浮 桟 橋
航 空 機

土 地
建 物
山 林
動 産

地 上 権
地 役 権
鉱 業 権
温 泉 権

特 許 権
商 標 権
意 匠 権
育 成 者 権

株 式

物 権

無 体 財 産 権

有 価 証 券

出 資 に よ る 権 利
財 産 の 信 託 の 受 益 権

　　　　　　　　　　　　45，501千㎡
　　　　　　　8，303千㎡
　　　　　　51，532千㎡

　　　　　　　　　　　4隻
　　　　　　　　　　　3個
　　　　　　　　　　　6個
　　　　　　　　　　　1機

　　　　 　44，332千㎡
　　　　　　　　　　2千㎡
　　　　　　21,985千㎡

　　　　　　　　　 　0千㎡

　　　　　　　　　　　49件
　　　　　　　　　　　78件
　　　　　　　　　　　　1件
　　　　　　　　　　　35件

　　  49,996,204千円
    308，105，503千円

　　　 　　　　　　　　　1件

公有財産
公有財産とは、地方公共団体の所有に属する財産のうち、次に掲げるものをいいます。ただし、これらの財産に属するも

のであっても、基金に属するものは、公有財産の範囲から除外されています。
不　動　産　土地・土地の定着物（建物、工作物、立木等）
動　　産　船舶・浮標・浮桟橋・浮ドック・航空機
物　　権　地上権・地役権・鉱業権・温泉権
無体財産権　特許権・著作権・実用新案権・商標権・意匠権・育成者権
有価証券及び出資による権利　株式・社債・地方債・国債・出資による権利
財産の信託の受益権　信託の利益を享受する権利
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